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(57)【要約】
【課題】診断テストデバイスおよび薬物送達デバイスに
おいて、支払人が実際に使用されたストリップだけに対
して支払う、「結果に対して支払う」モデルが求められ
ている。。
【解決手段】診断テストデバイス（たとえば、血糖計）
および薬物送達デバイス（たとえば、インスリン送達デ
バイス）を使用し、データをリポジトリにリアルタイム
かつ自動的に送る、疾病管理のための方法、デバイス、
およびシステムが提供される。リポジトリデータを解析
し、実際のテストストリップの使用、規定された範囲外
の患者健康パラメータ、テストおよび薬物送達の遵守、
促進物品または奨励金を受け取るための患者プロファイ
ルまたは利害関係者などの情報を決定することができる
。接続型メータおよび薬物送達デバイスならびにリポジ
トリデータ解析もまた、個人によって実施される治療介
入のタイミングに基づいて診断テストを食事時間に関連
付けるために使用される。
。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テストストリップの使用を監視する方法であって、
　それぞれの患者について、１日当たりの推奨テストの数、および供給者および保険業者
の一方を介して前記患者に割り振られたテストストリップの数のうちの少なくとも一方を
含む、患者に関するテスト用データを、リポジトリ内に記憶することと、
　測定されたグルコースレベルを含むテスト結果を、ユーザの介入なしに、血糖計から前
記リポジトリに自動的に送信することと、
　前記患者によって実際に使用されたテストストリップの数、および選択された期間内に
使用されない、割り振られたテストストリップの数のうちの少なくとも一方を決定するた
めに、前記患者のうちの少なくとも選択された１人について、前記リポジトリ内に記憶さ
れている前記テスト用データと前記テスト結果を比較することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記患者によって実際に使用されたテストストリップの数が前記患者に割り振られたテ
ストストリップの数の選択された比率である場合、テストストリップに関する処方を自動
的に補充することをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記患者がいつテストストリップを使い果たすかの推定を生成すること、および、前記
患者に割り振られた、選択された数のテストストリップが未使用のままであると決定され
たとき、前記患者に、より以上のテストストリップを自動的に送ることをさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記患者によって実際に使用されたテストストリップの数に基づいて、保険業者および
ヘルスケア支払者のうちの少なくとも一方に、テストストリップに対して支払い請求する
ことをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　１日当たりの前記患者の対応する数の推奨テストを実施する前記患者の遵守と、前記患
者の対応するテスト結果に基づく選択されたグルコースレベルとに基づいて、選択された
テスト慣行のうちの少なくとも１つを有する前記患者のうちの選択された１人を識別する
ために、前記リポジトリ内の前記テスト用データおよび前記テスト結果を解析することと
、
　促進物、教育的情報、および奨励金のうちの少なくとも１つを前記患者のうちの前記選
択された１人に送信することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記送信することは、
　前記患者の対応するテスト結果に基づいて、選択された健康プロファイルのうちの少な
くとも１つを有する前記患者のうちの選択された１人を識別するために、前記リポジトリ
内の前記テスト用データおよび前記テスト結果を解析することと、
　新しい糖尿病管理製品にとっての潜在的な消費者として前記患者のうちの前記選択され
た１人に送信するために、広告をベンダに販売することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記リポジトリは、前記血糖計に関するメータ較正データ記憶し、
　前記血糖計が故障しているかどうか判定するために、前記テスト結果および前記メータ
較正データを解析することと、
　前記血糖計が故障していると決定されたとき警報を送信することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
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　前記テスト用データは、テストストリップ製造者、テストストリップ有効期限、ロット
番号、較正データ、製造者識別、および配布国または地域を含むロジスティクス情報のデ
ータのうちの少なくとも１つをさらに含み、
　前記テストストリップのいずれかに欠陥があるかどうか判定するために、および前記リ
ポジトリに記憶された前記テスト結果前記テスト用データを解析することと、
　前記テストストリップのいずれかに欠陥があると決定されたとき警報を送信することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　診断データを使用する方法であって、
　治療データと、様々な治療イベントがいつ患者に施されたかに関する、対応するタイム
スタンプとを受信することと、
　診断テストデータと、診断テストがいつ前記患者に施されたかに関する、対応するタイ
ムスタンプとを受信することと、
　前記患者がいつ食事をするか、いつ眠るか、夜間テストがいつ前記患者に施されるかの
うちの少なくとも２つに関するそれぞれのタイムスタンプを含むパラメータを受信するこ
とと、
　ある治療イベントを、患者に施されたテストと、かつ食事時間、就寝時間、および夜間
テストのうちの少なくとも１つと関連付けるために、前記治療データタイムスタンプと、
前記診断テストデータタイムスタンプと、前記患者がいつ食事をするか、いつ眠るか、夜
間テストがいつ患者に施されるかのうちの少なくとも２つに関するそれぞれのタイムスタ
ンプとを解析することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記解析することは、
　　そのタイムスタンプがその日の１回目の食事の前である場合、治療イベントをその日
の前記１回目の食事に関連付けることと、
　　そのタイムスタンプがその日の前記１回目の食事の後、かつ２回目の食事の前である
場合、前記治療イベントをその日の前記２回目の食事に関連付けることと、
　　そのタイムスタンプがその日の前記２回目の食事の後、かつ３回目の食事の前である
場合、前記治療イベントをその日の前記３回目の食事に関連付けることと、
　　そのタイムスタンプがその日の前記３回目の食事の後、かつ就寝時間の前である場合
、前記治療イベントを就寝時間に関連付けることと
　を含む、前記治療イベントに対応する前記タイムスタンプを割り振ることを含むことを
特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　治療データと、様々な治療イベントがいつ患者に施されたかに関する、対応するタイム
スタンプとを受信することと、
　診断テストデータと、診断テストがいつ前記患者に施されたかに関する、対応するタイ
ムスタンプとを受信することと、
　１日当たり食される食事の典型的な数に対応するパラメータを受信することと、
　１日を複数の食事時間に分割し、前記治療データタイムスタンプを食事時間に対して分
類するように、前記治療データタイムスタンプおよび前記診断テストデータタイムスタン
プが１日当たり食される食事の前記数に比べてどのようにクラスタ化するか判定するため
に、前記治療データタイムスタンプと、前記診断テストデータタイムスタンプと、１日当
たり食される食事の前記数とを解析することと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　前記解析することは、１日を複数の食事時間に分割するように、前記治療データタイム
スタンプおよび前記診断テストデータタイムスタンプが１日当たり食される食事の前記数
に比べてどのようにクラスタ化するか判定するために、平均時間と、前記平均時間の周り
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での信頼区間および変動のうちの少なくとも一方の選択された尺度とを決定することを使
用することを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記解析することは、
　選択された数の、治療イベント前Ａ分以下である前記診断テストに対応する前記タイム
スタンプを「食前」として分類することと、
　選択された数の、前記治療イベント後Ｂ分以上、かつ選択された数の、前記治療イベン
ト後Ｃ分以下である前記診断テストに対応する前記タイムスタンプを「食後」として分類
することと、
　選択された数の、前記治療イベント前Ｄ分以下、かつ前の治療イベント後Ｃ分以上であ
る前記診断テストに対応する前記タイムスタンプを「食前」として分類することを含み、
　Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄが整数であり、Ａ＜Ｂ＜ＣかつＡ＜Ｄ＜Ｂである、１組のタイミング閾
値を適用することと
　を含むことを特徴とする請求項９または請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タイムスタンプもまたデータを含み、
　食前または食後としての前記治療イベントの前記分類の精度に関して、フィードバック
データを患者から受信することと、
　前記データと、前記治療データおよび前記診断テストデータに対応するタイムスタンプ
とを解析し、連続する解析時に前記フィードバックを使用し、食前または食後としての前
記治療イベントの前記分類を改善する反復学習アルゴリズムを使用することと
　をさらに含むことを特徴とする請求項９または請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記治療イベントは、インスリン注入であり、前記診断テストは、血糖テストであるこ
とを特徴とする請求項９または請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記解析することが、血糖計、および血糖計と２方向通信するリポジトリのうちの一方
内のプログラム型処理デバイスを介して実施されることを特徴とする請求項９または請求
項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に疾病管理のための改良された方法、デバイス、およびシステムに関す
る。より詳細には、本発明は、デバイス（血糖計、インスリン送達デバイス）とリポジト
リの間でのデータのリアルタイム通信、および、疾病管理を改善し、疾病管理の利害関係
者にコスト節約をもたらすような情報を得るためのリポジトリデータの解析に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、２００６年３月２３日に出願された米国特許仮出願第６０／７８４７６０号明
細書の、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づく利益を主張する。
【０００３】
　図１は、疾病管理のための既存のシステム１０を示す。便宜上、本明細書では以下の略
語を使用するものとする。
ＢＧＭ　血糖計
ＤＭ　糖尿病管理
ＤＭＣ　疾病管理会社
ＤＭＤ　糖尿病管理データ
ＷＭ　ワイヤレスＢＧＭ
【０００４】
　図１に示されているように、患者１２は、（たとえば、ランセットおよびテストストリ
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ップを有するＢＧＭ１８、または連続メータを使用して）血糖監視を実施し、必要に応じ
て（たとえば、シリンジ、ペン、またはポンプ２０を介して）インスリン注入を行う。Ｂ
ＧＭおよびインスリン注入は、一般に、医者１４または疾病管理会社１６などのヘルスケ
アプロバイダと共有するために、患者またはその人の介護者によって手帳２２に手作業で
記録される。この情報は、一般に、電話（たとえば、電話２６、２８、３２）、コンピュ
ータ（たとえば、コンピュータ２４および３０）、または通院中に本人を直接介して共有
される。また、この情報は、規定食、運動、および糖尿病管理の結果に影響を及ぼす他の
要因に関する情報を含むことができる。残念ながら、この情報は、最適な糖尿病管理を容
易にする上で患者のヘルスケアチームにとって有用となるような信頼できる、かつまとま
った形で検証されず、しばしば記録、収集、または管理されない。
【０００５】
　図１を引き続き参照すると、血糖テストおよびインスリン摂取などの糖尿病管理データ
は、手書きの記録２２ではなく、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）２４を使用して記録す
ることも、ソフトウェアインターフェースを使用してデバイス（たとえば、血糖計１８ま
たはインスリン送達ペン２０）から患者のＰＣ２４にアップロードすることもできる。し
かし、従来の通信インターフェースは、データをＢＧＭ１８からアップロードするために
、患者１２が、専門化されたモデムおよび／またはＰＣ２４上のインストールソフトウェ
アなどの通信インターフェースを獲得しなければならないため、不都合である。さらに、
糖尿病データ管理のためのそのようなＰＣインターフェースでは、図１に破線で示されて
いる任意選択の線によって示されているような、糖尿病管理および介護における他の利害
関係者、すなわち医師および他のヘルスケアプロバイダ１４、保険業者、または一般に雇
用主もしくは保険会社によって依頼される疾病管理会社（ＤＭＣ）１６と、入力されたデ
ータを共有することが必ずしもできない。患者１４からの糖尿病管理データをヘルスケア
チームメンバのＰＣ３０に送ることができる場合、その情報は、一般に、データの完全性
、精度、および適時性を保証する包括的な形で記録されない。たとえば、患者１４は、非
常にしばしば、テストすることができず、あるいは血糖テスト結果またはインスリン注入
をわかりやすく書く、入力する、またはアップロードすることができず、ヘルスケアチー
ムメンバ３０および１６には不完全な情報が残され、ヘルスケアチームメンバは、糖尿病
管理において教える好機またはイベントを識別することも、リアルタイムで応答すること
もできない。
【０００６】
　同様に、患者１２からデータを他の人へ安全に取ってくるために、テキサス州ダラスの
ＤｉａｂｅｔｅｃｈによるＧｌｕｃｏＭＯＮなどの特別なクレードルが、現在使用可能で
ある。Ｄｉａｂｅｔｅｃｈは、このデバイスを製作し、血糖テスト結果を、選択された人
に、典型的には携帯電話、ページャ、または電子メールを介して、患者１２またはその法
定後見人の指示に従って送信するためのサービスを管理する。しかし、このデータは、選
択された人に報告されるだけであり、包括的な形で収集および管理されない。したがって
、このシステムは、ユーザ１２が２次デバイスを獲得し、その人のＢＧＭ１８に接続する
ことを必要とする。したがって、血糖レベルを監視し、それを糖尿病管理および介護にお
ける他の利害関係者に報告するための一体化されたデバイスが求められている。
【０００７】
　糖尿病データ管理機能と組み合わされた携帯電話が提案されているが、個人用電子デバ
イスがますます欠かせなくなった時代において驚くべきものではない。糖尿病などの慢性
の病気を有する人々にとっては、ヘルスケアと個人用電子技術の技術的な収束は、特に著
しい自己管理を必要とする慢性の病気を有する人々にとって、薬物、メータ、ポンプ、注
入の使用、および重要な健康データを注意深く追跡および記録（ｄｏｃｕｍｅｎｔ）する
必要をうまくこなすために、ますます道理にかなっている。
【０００８】
　いくつかの医療会社が、よりスマートな、より好都合な監視機器を開発中であり、電気
通信技術を使用し、患者が使用するための多目的な可搬デバイスを生み出しつつある。こ



(6) JP 2012-210441 A 2012.11.1

10

20

30

40

50

れらの会社の１つは、ニュージャージー州ニューアークを拠点とする遠隔医療ベンチャで
あるＨｅａｌｔｈＰｉａ　Ａｍｅｒｉｃａであり、血糖モニタとしても働き、歩数計を呼
び物にする携帯電話を開発した。バッテリパック内の埋込み電子バイオセンサにより、携
帯電話がグルコース計機能を有することができる。このセンサが、ストリップから血糖レ
ベルを読み取る。次いで、データは、携帯電話のディスプレイにアップロードされる。こ
の電話は、情報を直ちにヘルスケアプロバイダ１４、親、または後見人に送るようにプロ
グラムすることができる。また、動きや運動を、内蔵の歩数計で監視することができる。
この電話は、予めプログラムされた長さの時間の間、歩数計の読取りがない場合、ショー
トメッセージサービスを介して警報を介護者または臨床医に送るようにプログラムするこ
とができる。介護マネージャは、患者１２に問題がないかチェックするためにコールバッ
クすることができ、応答がない場合、予め構成された緊急手順を開始することができる。
この機能は、糖尿病患者１２におけるインスリン反応または激しい低血糖を検出するのに
、本質的に有用なものとなり得る。Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｐｈｏｎｅの最も大きな利点は、
医師が特定のパラメータを設定することができるその警報機能である。たとえば、電話が
継続的に高血糖を報告している場合、医者は、リアルタイムで対応することができる。
【０００９】
　他の糖尿病携帯電話プロジェクトには、ＨｅａｌｔｈＰｉａ　Ａｍｅｒｉｃａのものと
同様のシステムをテストするための、英国のオックスフォード大学での研究が含まれる。
他のベンチャでは携帯電話を介してインスリンを摂取することを思い起こさせ、糖尿病と
の生活について一般的な教育を提供するメッセージサービスであるＳｗｅｅｔ　Ｔａｌｋ
に、糖尿病を有する英国の患者１２は、２００２年より登録することができるようになっ
ている。さらに、２００３年には、ＩＢＭが、その「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」短距離ワイヤ
レス技術を使用し、人１２の心拍数を傍受し、それを携帯電話に送ることができることを
公表した。
【００１０】
　韓国におけるＩＴＵ　Ｔｅｌｅｃｏｍ　Ａｓｉａ　２００４ショーでは、ＬＧ　Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓが、新規のハンドセットＫＰ８４００を示した。ＫＰ８４００は、糖尿
病用に設計されており、ちょうど専用の装置が行うように血糖レベルテストを行うことが
可能である。ユーザ１２は、１片の試験紙を、電話のバッテリパック内に位置するセンサ
内に配置し、その紙片の端部上に１滴の血液を置き、次いで電話から読取り値を得る。次
いで、その読取り値は、後で取り出すためにオンラインデータベースにアップロードする
ことができる。ＬＧ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓは、ＫＰ８４００を実施するために、Ｈｅ
ａｌｔｈＰｉａ　Ｃｏ．，ＬＴＤと戦略的に提携している。
【００１１】
　糖尿病管理のための、これらの新しい、提案されている電子デバイスが、広く採用され
、患者１２にとってよりよい自己介護をもたらすことになるか、それとも情報の新しい流
れを管理しようと努力する臨床医１４にとって仕事が増えることになるにすぎないかは、
電子医療のこの新しい最先端技術が探求されるとき中心的な疑問となる。たとえば、これ
らの緊急携帯電話技術の１つによって報告されるデータは、リアルタイムのテスト結果を
、テストストリップのロット番号および使用の検証、または食事時間イベントおよび治療
介入（たとえば、インスリン注入）などの他の情報と関連付けることができるような包括
的な形で管理されるように思われない。
【００１２】
　さらに、非常に見過ごされているものは、ＤＭの事業における比較的最近の利害関係者
に対する価値である。したがって、疾病管理会社１６、保険業者、およびヘルスケアネッ
トワークなどの様々な利害関係者のために、収集されたＤＭＤの価値を最大にするビジネ
スモデル、方法、および装置が求められている。
【００１３】
　上述のように、疾病管理会社１６は、一般に、患者１２にその人の疾病に対する教育的
サポートを提供するために、患者の保険業者または雇用主によって依頼される。ＤＭＣは
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、処方およびヘルスケアプロバイダ１４への訪問などの要求データ、ならびにＢＧ測定値
、インスリン投薬量、規定食、および運動などの他のデータを取得する。この情報の大部
分は、電話（たとえば、電話２６、２８、３２）を介して患者１２から収集され、これに
はいくつか理由で問題がある。理由がなんであれ、患者は、しばしばその人のＤＭ生活様
式（たとえば、規定食、運動、ＢＧテスト、およびインスリンを用いた薬物）について、
その人のヘルスケアプロバイダ１４およびＤＭＣ１６の代表者に完全に誠実であるわけで
はない。いくつかの理由は、糖尿病自己管理に関する不適切な教育、無関心、きまり悪さ
、経済的な障壁、テストやデータインターフェース機器の使用に習熟していないこと、ま
たは障害のある機器もしくはテスト技法（たとえば、食事時間に関する不十分なタイミン
グ）である。
【００１４】
　したがって、ＤＭＣ１６および他の第三者（たとえば、保険会社、Ｍｅｄｉｃａｒｅ（
メディケア）、Ｍｅｄｉｃａｉｄ（メディケイド）、ＨＭＯなど）が患者１２に、よりよ
く自分自身の面倒を見て糖尿病を管理し、また他の方法で結果を改善するように動機付け
することができる糖尿病データ管理システムが求められている。たとえば、患者の実際の
血糖監視の実施を監視し、検証することができるシステムが求められている。次いで、Ｄ
ＭＣ１６は、糖尿病を管理する上で進歩を示している患者に、テストストリップおよび／
または血糖モニタを、公称のコストまたは無料で与えることによって、あるいは共同支払
いを放棄することによって、経済的な障壁を取り除くことができる。
【００１５】
　現在、第三者（たとえば、保険会社、Ｍｅｄｉｃａｒｅ、Ｍｅｄｉｃａｉｄ、ＨＭＯな
ど）による糖尿病テスト支給品に対する払戻し（ｒｅｉｍｂｕｒｓｅｍｅｎｔ）は、患者
の容態に応じて特定の数のＢＧＭテストストリップがカバーされるモデルに基づいている
（たとえば、糖尿病を管理する助けとするためにインスリン注入を必要とする、糖尿病を
有する人１２は、１ヶ月当たり６０本のＢＧＭテストストリップ（１日当たり２本）の適
用範囲を有する可能性があり、あるいは糖尿病を管理する助けとするために経口薬物を使
用する、糖尿病を有する人１２は、１ヶ月当たり３０本のＢＧＭテストストリップ（１日
当たり１本）の適用範囲を有する可能性がある）。このモデルでは、ＢＧＭテストストリ
ップ処方の補充が、ＢＧＭテストストリップの使用を示すにすぎない。しかし、これはａ
）患者１２がＢＧＭテストストリップを使用して実際にその人の血糖をテストした、ｂ）
テストが適切な時間に行われた、ｃ）行われた任意のテストの結果という、何らかの客観
的な証拠を提供しない。状況によっては、患者１２は、テストストリップを「備蓄」し、
それらを、必要に対して同等の保険担保を有していない他の家族または友人に提供するこ
とができる。これらの場合には、第三者支払人は、使用されていない、または適切に使用
されていないテスト用支給品に対する支払いを行っている。このモデルでは、たとえば、
通信販売支給品会社、最終的にはＢＧＭテストストリップ製造者が利益を得る。というの
は、患者の実際の使用にかかわらず、患者に送達されるテストストリップすべてについて
、第三者によって支払いを受けるからである。したがって、支払人が実際に使用されたス
トリップだけに対して支払う、「結果に対して支払う」モデルが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明の例示的な実施形態の諸態様は、少なくとも上記の問題および／または欠点に対
処し、少なくとも本明細書で述べられている利点を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　たとえば、他の利害関係者の間での収集されたデータの共有を自動化することにより、
患者がＤＭＤ報告に関与するのを簡単にするＤＭシステムの例示的な実施形態が提供され
る。好ましくは、自動化されたデータ移動に患者が関与しない（たとえば、ＢＧ測定デー
タを利害関係者にアップロードするために「送信」ボタンを押す必要すらなく、ＢＧＭデ
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バイスをコンピュータまたは他の通信デバイスに接続するという、さらにユーザの手間が
かかるオプションもない）。
【００１８】
　記録およびヘルスケアプロバイダとの情報の共有に関して、患者の遵守（ｃｏｍｐｌｉ
ａｎｃｅ）を改善するＤＭの例示的な実施形態が提供される。たとえば、正確に収集され
たデータは、患者の状況を反映し、利害関係者にとって関心のあるイベントについてのテ
ストまたは報告の不履行、粗悪なテストストリップの使用などを予防する。
【００１９】
　患者によるデータの使用だけでなく支払者によるデータの使用を強調し、データを収集
するために使用されるデバイスに対するＤＭＤの価値を強調するＤＭシステムビジネスモ
デルの例示的な実施形態が提供される。
【００２０】
　ある利害関係者に関する、イベントデータのリアルタイムの報告が、本発明の例示的な
実施形態により提供される。トランザクションが、使用するために調整される（たとえば
、どの利害関係者が含まれるかに応じて、アップロードは１００％リアルタイムであるが
、取出しおよびアクセスについてはリアルタイムに及ばない）。
【００２１】
　ＢＧＭデバイスの例示的な実施形態は、ディスプレイデバイスになるように単純化され
、平均およびトレンドデータを生成するためのその解析機能は、リポジトリレベルに移動
される。したがって、デバイスは、あまり複雑なものではなくなり、これによりいくつか
の利益が得られる（たとえば、開発時間したがって販売までの時間の削減、および複雑さ
の低減、それによる危害の可能性の低減）。また、単純化されたＢＧＭデバイスにより、
デバイスの使用可能寿命が増大される。というのは、ソフトウェア「アップグレード」が
、デバイスレベルではなくリポジトリレベルで実施されるからである。これらの単純化さ
れたデバイスは、デバイスファームウェアのアップグレードをワイヤレスで実施すること
ができるため、アップグレードによりしばしば交換する必要がない。たとえば、メモリモ
ジュールをアップグレードするのではなく、このデバイスは、アップグレードをリポジト
リから通信ネットワークを介して受信するためにＦＬＡＳＨメモリを備えることができる
。
【００２２】
　本発明の例示的な実施形態は、現況のテスト支給品に対する払戻しモデルを、事業を行
う「結果に対して支払う」モデルと置き換え、多数の利点を実現する。
【００２３】
　本発明の例示的な実施形態は、疾病管理会社、保険業者、およびヘルスケアネットワー
クなどの様々な利害関係者のために、収集されたＤＭＤの価値を最大にするビジネスモデ
ル、方法、および装置を提供する。
【００２４】
　本発明の例示的な実施形態によれば、インスリンを送達するように構成されたシリンジ
、マイクロニードル、ポンプ、およびインスリンペンのうちの少なくとも１つを備えるイ
ンスリン送達デバイスと、インスリン送達デバイスに対応するインスリン送達デバイス識
別番号を送信するために、かつインスリン送達デバイスを介して送達されるインスリンタ
イプを含むインスリン送達デバイスデータを記憶するために、インスリン送達デバイスに
接続されたＲＦＩＤタグと、ＲＦＩＤタグを作動させ、少なくともインスリン送達デバイ
スデータを収集するためのＲＦＩＤリーダ、および、インスリン送達デバイスによって送
達されたインスリンに関するデータを、ユーザが関与することなしに自動的に、かつ実質
的にリアルタイムで、リポジトリに送信するためにリポジトリとワイヤレス通信するよう
に構成されたワイヤレス通信回路を備える血糖計とを備えるインスリン送達システムが提
供される。
【００２５】
　本発明の他の例示的な実施形態によれば、テストストリップの使用を監視する方法は、
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それぞれの患者について、１日当たりの推奨テストの数、および供給者および保険業者の
一方を介して患者に割り振られたテストストリップの数のうちの少なくとも一方を含む、
患者に関するテスト用データを、リポジトリ内に記憶すること、測定されたグルコースレ
ベルを含むテスト結果を、ユーザの介入なしに、血糖計からリポジトリに自動的に送信す
ること、および、患者によって実際に使用されたテストストリップの数、および選択され
た期間内に使用されない、割り振られたテストストリップの数のうちの少なくとも一方を
決定するために、患者のうちの少なくとも選択された１人について、リポジトリ内に記憶
されているテスト用データとテスト結果を比較することを含む。
【００２６】
　本発明の例示的な実施形態によれば、診断データを使用する方法は、治療データと、様
々な治療イベントがいつ患者に施されたかに関する対応するタイムスタンプとを受信する
こと、診断テストデータと、診断テストがいつ患者に施されたかに関する対応するタイム
スタンプとを受信すること、患者がいつ食事をするか、いつ眠るか、夜間テストがいつ患
者に施されるかのうちの少なくとも２つに関するそれぞれのタイムスタンプを含むパラメ
ータを受信すること、治療イベントを、患者に施されたテストと、かつ食事時間、就寝時
間、および夜間テストのうちの少なくとも１つと関連付けるために、治療データタイムス
タンプと、診断テストデータタイムスタンプと、患者がいつ食事をするか、いつ眠るか、
夜間テストがいつ患者に施されるかのうちの少なくとも２つに関するそれぞれのタイムス
タンプとを解析することを含む。別法として、この方法は、１日当たり食される食事の典
型的な数に対応するパラメータを受信すること、次いで、１日を複数の食事時間に分割し
、治療データタイムスタンプを食事時間に対して分類するように、治療データタイムスタ
ンプおよび診断テストデータタイムスタンプが１日当たり食される食事の数に比べてどの
ようにクラスタ化するか判定するために、治療データタイムスタンプと、診断テストデー
タタイムスタンプと、１日当たり食される食事の数とを解析することを含むことができる
。
【００２７】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態の上述および他の目的、特徴、利点は、添付の図
面と併せ読めば、以下の詳細な説明から、より明らかになろう。
【００２８】
　図面全体を通して、同じ図面参照番号は、同じ要素、特徴、構造を指すものと理解され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】患者とその人の疾病管理デバイスと利害関係者との間での、データおよび情報の
現在の流れの図である。
【図２】疾病管理における利害関係者、および情報の典型的な流れの図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態による、患者とその人の疾病管理デバイスと利害関係
者とリポジトリとの間でのデータおよび情報の流れを改善するためのワイヤレス接続およ
びＲＦ通信経路オプションの図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態によるリポジトリのブロック図である。
【図５Ａ】本発明の例示的な実施形態に従って構築されたワイヤレスメータの斜視図であ
る。
【図５Ｂ】本発明の例示的な実施形態に従って構築されたワイヤレスメータの斜視図であ
る。
【図６】本発明の例示的な実施形態に従って構築されたワイヤレスメータのブロック図で
ある。
【図７】本発明の例示的な実施形態による、ワイヤレスＵＳＢ接続を使用するワイヤレス
メータのブロック図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態による、ＷｉＦｉまたはＷｉＭａｘ接続を使用するワ
イヤレスメータのブロック図である。
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【図９】本発明の例示的な実施形態による、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＺｉｇＢｅｅ接続
を使用するワイヤレスメータのブロック図である。
【図１０Ａ】本発明の例示的な実施形態による、持続のための内蔵を使用するワイヤレス
メータのブロック図である。
【図１０Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、接続のためのセルモデムアタッチメント
を使用するワイヤレスメータのブロック図である。
【図１１Ａ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの斜視図である。
【図１１Ｂ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの上面図である。
【図１１Ｃ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの側面図である。
【図１１Ｄ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの図、すなわちメータ
のみの斜視図である。
【図１１Ｅ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの図、すなわち基地局
と接続するためのポートを示すメータ側面図である。
【図１１Ｆ】本発明の例示的な実施形態による基地局およびメータの図、すなわち互いに
接続するための対応するインターフェースを有するドッキングステーション構成要素およ
びメータ構成要素のブロック図である。
【図１２Ａ】本発明の例示的な実施形態による、直接またはデバイスを介してリポジトリ
に接続することができる基地局またはドッキングステーションおよびメータのブロック図
である。
【図１２Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、直接またはデバイスを介してリポジトリ
に接続することができる基地局またはドッキングステーションおよびメータのブロック図
である。
【図１３Ａ】本発明の例示的な実施形態による、携帯電話内のＢＧＭの斜視図である。
【図１３Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、携帯電話内のＢＧＭの側面図である。
【図１３Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、携帯電話内のＢＧＭの背面図である。
【図１４】本発明の例示的な実施形態による、携帯電話内のＢＧＭの接続を示すブロック
図である。
【図１５Ａ】本発明の例示的な実施形態による接続型シリンジの図である。
【図１５Ｂ】本発明の例示的な実施形態による接続型シリンジの図である。
【図１５Ｃ】本発明の例示的な実施形態による接続型シリンジの図である。
【図１５Ｄ】本発明の例示的な実施形態による接続型シリンジの図である。
【図１６Ａ】本発明の例示的な実施形態による接続型ペンの図である。
【図１６Ｂ】本発明の例示的な実施形態による接続型ペンの図である。
【図１６Ｃ】本発明の例示的な実施形態による接続型ペンの図である。
【図１６Ｄ】本発明の例示的な実施形態による接続型ペンの図である。
【図１６Ｅ】本発明の例示的な実施形態による接続型ペンの図である。
【図１７】本発明の例示的な実施形態によるペンまたはシリンジの接続を示すブロック図
である。
【図１８Ａ】本発明の例示的な実施形態による、ＤＭＣによるテストデータの使用に関す
る流れ図である。
【図１８Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、ＤＭＣによるテストデータの使用に関す
る流れ図である。
【図１９】本発明の例示的な実施形態による、テストストリップ補充、販促材料などを制
御するためのテストデータの使用を示す流れ図である。
【図２０】本発明の例示的な実施形態による、患者を毎月のサービス接続契約に登録し、
奨励金支払い（ｉｎｃｅｎｔｉｖｅｓ　ｄｉｓｂｕｒｓｅｍｅｎｔｓ）などを管理するた
めのテストデータの使用を示す流れ図である。
【図２１Ａ】本発明の例示的な実施形態による、無線周波数識別トランスポンダを含む血
糖モニタの正面図である。
【図２１Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、無線周波数識別トランスポンダを含む血
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糖モニタの背面図である。
【図２２】本発明の例示的な実施形態による、外側ラベルに一体化された無線周波数識別
トランスポンダを有する血糖テストストリップ容器の図である。
【図２３】本発明の例示的な実施形態による、キャップに一体化された無線周波数識別ト
ランスポンダを有する血糖テストストリップ容器の図である。
【図２４】本発明の例示的な実施形態による、テストストリップの一部として無線周波数
識別トランスポンダを有する血糖テストストリップの図である。
【図２５】本発明の例示的な実施形態による、血糖モニタがテストストリップ容器および
テストストリップからデータを受信するシステムの図である。
【図２６】本発明の例示的な実施形態による、治療時間を使用し、診断テストデータを等
級分けするための、パラメータをベースとする手法に関するプロセス流れ図である。
【図２７】本発明の例示的な実施形態による、治療時間を使用し、診断テストデータを等
級分けするための、解析をベースとする手法に関するプロセス流れ図である。
【図２８】本発明の例示的な実施形態による、治療時間を使用し、診断テストデータを等
級分けするための、フィードバックループを有する解析をベースとする手法に関するプロ
セス流れ図である。
【図２９】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
提供される接続および付加価値情報の利益の図である。
【図３０】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
提供される接続および付加価値情報の利益の図である。
【図３１】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
提供される接続および付加価値情報の利益の図である。
【図３２】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３３】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３４】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３５】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３６】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３７】患者および疾病管理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって
改善することができるＤＭ利害関係者間の現在のキャッシュフローの図である。
【図３８】本発明の例示的な実施形態に従って実施される、結果に対して支払うモデルに
よってもたらされるＤＭ利害関係者間の現行のキャッシュフローに勝る改善の図である。
【図３９】本発明の例示的な実施形態に従って実施される、結果に対して支払うモデルに
よってもたらされるＤＭ利害関係者間の現行のキャッシュフローに勝る改善の図である。
【図４０】本発明の例示的な実施形態に従って実施される、結果に対して支払うモデルに
よってもたらされるＤＭ利害関係者間の現行のキャッシュフローに勝る改善の図である。
【図４１Ａ】本発明の例示的な実施形態による、表示メッセージを有する血糖モニタの図
である。
【図４１Ｂ】本発明の例示的な実施形態による、表示メッセージを有する血糖モニタの図
である。
【図４１Ｃ】本発明の例示的な実施形態による、表示メッセージを有する血糖モニタの図
である。
【図４１Ｄ】本発明の例示的な実施形態による、表示メッセージを有する血糖モニタの図
である。
【図４２】本発明の例示的な実施形態による、疾病管理利害関係者のコンピューティング
デバイスを介して閲覧するために生成される表示画面の図である。
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【図４３】本発明の例示的な実施形態による、疾病管理利害関係者のコンピューティング
デバイスを介して閲覧するために生成される表示画面の図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　詳細な構造および要素など、この説明において明らかにされている事柄は、本発明の実
施形態を包括的に理解する上で助けとなるように提供されている。したがって、本明細書
で述べられている実施形態の様々な変更および修正を、本発明の範囲および精神から逸脱
することなしになすことができることを、当業者なら理解するであろう。また、周知の機
能および構造の説明は、見やすく、簡潔にするために省略されている。
【００３１】
　本発明に関して、「データ」という用語は、一般に、血糖レベル、時刻、投薬量などの
数値を指す。「情報」という用語は、一般に、教育的情報、フィードバック、患者の定性
的な状況、データの解析などを指す。ＤＭＣは、一般に、患者からの受け取られた情報お
よびデータを解析するための、知的所有権のあるアルゴリズムを有するが、この情報およ
びデータは、患者からの不注意な、または意図的な誤報、不十分な記録、患者に接触でき
ないことなどにより、しばしば誤っている。
【００３２】
　本発明は、患者のＤＭ関連データの、他の利害関係者との共有が完全に自動化されリア
ルタイムなものになる、改良されたＤＭシステムを提供する。さらに、他の利害関係者に
よる、より確実な患者ＤＭデータに対するアクセスが改善されることにより、疾病のより
よい管理を容易にするための情報の使用を改善することが可能になる。
【００３３】
　図２は、糖尿病管理における利害関係者を示す。利害関係者は、患者および任意選択で
患者の介護者、患者のヘルスケアチームメンバ（たとえば、医師）、患者の保険業者、患
者の雇用主である。上述のように、ＤＭＣ１６は、患者１２にその人の疾病に対する教育
的サポートを提供するために、患者の保険業者または雇用主によって依頼される可能性が
ある。ＤＭＣ１６は、処方およびヘルスケアプロバイダへの訪問などの要求データ、薬学
データおよび研究室データ、次いでＢＧ測定値、インスリン投薬量、Ａ１ｃレベル、規定
食、および運動などの他のデータを取得する。現在、この情報の大部分は、電話を介して
患者から収集され、これには問題（高価、不都合、不正確）がある。ＤＭにおける他の利
害関係者は、テストストリップなどのＤＭ支給品を患者および介護者に提供する通信販売
会社とすることができる。下記で述べるように、現在、Ｍｅｄｉｃａｒｅまたは他の第三
者の支払者によって許されている最大数のテストストリップを毎月患者に郵送する通信販
売会社が存在する。ストリップを郵送するこの慣行は、これらのストリップの多数が未使
用となる、または無駄に使用されるため、不公平な支払い請求に通じる。本発明は、これ
らの利害関係者のそれぞれ、特に、糖尿病管理における技術の進歩が進展してもそのニー
ズがしばしば強調されない疾病管理会社、ヘルスケアネットワークおよびプロバイダ、保
険業者およびＣＭＳ（Ｃｅｎｔｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｒｅ　ａｎｄ　Ｍｅｄｉｃ
ａｉｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）に利益をもたらす。
【００３４】
　図１は、患者１２またはその人の介護者３４がＤＭ関連データおよび情報を収集するた
めに使用することができるいくつかのデバイス（たとえば、ＢＧＭ１８およびインスリン
送達デバイス２０）を示す。図３は、本発明の例示的な実施形態による、糖尿病データお
よび情報用のリポジトリ５０に接続し、患者デバイスと通信するために使用することがで
きる、追加の患者デバイスおよびいくつかの利害関係者デバイスを示す。患者デバイスは
、それだけには限らないがＢＧＭ、インスリン送達デバイス、位置追跡デバイス、栄養お
よび他のデータまたは情報入力デバイスを含むことができる。ＢＧＭは、それだけには限
らないが非連続ＢＧＭ（すなわち、患者が血液を、試料として使用するためにテストスト
リップ上に吸い出し、次いでそのテストストリップがメータに挿入され、読み取られるＢ
ＧＭ）、または連続モニタ（すなわち、皮下に挿入されたカテーテルを使用し、ＢＧレベ
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ルを求めて流体測定をするモニタ）とすることができる。インスリン送達デバイスは、シ
リンジ、インスリンペン、インスリンジェット注入器（ｉｎｓｕｌｉｎ　ｊｅｔ　ｉｎｊ
ｅｃｔｏｒ）、外部インスリンポンプ、および埋込み可能なインスリンポンプとすること
ができる。位置追跡デバイスは、それだけには限らないが歩数計およびＧＰＳ追跡デバイ
スとすることができる。患者１２から他の利害関係者へのＤＭ関連データの送達を自動化
するための他のデバイスは、下記でより詳細に述べるように、テストストリップ用のスマ
ートボトル、およびワイヤレスシリンジとすることができる。患者情報の他の例は、規定
食、運動、および生活様式（いつ食事がとられるか、運動が行われるかなど）などの活動
の記録を含む。ＷｉＭａｘドッキングステーションまたは携帯電話は、ディスプレイを有
し、正午の読取りの後で食物摂取の入力を要求するためのダイアログ画面を生成するよう
にプログラムされてもよい。ＧＰＳ追跡デバイスは、いつ患者が自宅またはジムにいるか
を示し、運動情報を入力するための画面を生成することができる。同様に、歩数計は、記
録された動きを介して一般的な運動レベルを監視することができる。
【００３５】
　図４は、本発明の例示的な実施形態によるリポジトリ５０と、そこで記憶されるデータ
および情報のタイプとを示す。たとえば、リポジトリ５０は、ＢＧＭおよびインスリン送
達デバイスからのデータ６４および７０と、食事時間および食物摂取、運動、患者の場所
、医療データ、たとえばコレステロール、血圧などの、生活様式情報７４と、患者に割り
振られたテストストリップの数およびロット番号、テスト頻度およびＢＧレベルの目標お
よび分散、メータ／ストリップ較正データなどに関する情報７６とを記憶することができ
る。また、リポジトリ５０は、各患者について、下記で述べる１つまたは複数の、認めら
れている患者識別子を含む経歴データ６８と、医療データおよび生体統計（ｖｉｔａｌ　
ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）６６と、医師の命令、診療予約、および処方７２と、他の情報と
を記憶するまた、リポジトリ５０は、リポジトリ内に記憶されたデータを解析するための
解析アルゴリズム７８と、レポート生成モジュール８０とを含むことができる。
【００３６】
　図３を引き続き参照すると、ＢＧＭ４６および無線周波数（ＲＦ）通信回路４８を備え
るワイヤレス血糖計（ＢＧＭ）４４は、本発明の例示的な実施形態に従って、様々なＲＦ
通信経路５２を介して、様々なデータユーザ６０（たとえば、ＰＤＡまたはラップトップ
またはＰＣなどの、患者のワイヤレス通信デバイス、医師および患者のヘルスケアチーム
の他のメンバ、ならびに患者を対象とするように依頼された疾病管理会社）と通信するこ
とができる。図５～１７は、様々なタイプのワイヤレスＢＧＭまたはＢＧＭを含むデバイ
ス４４、ならびに様々なデータおよび情報ユーザに対するそれぞれの通信経路を示す。こ
れらのデバイスは、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ドッキングステーション、パー
ソナルコンピュータ、または通信機能を有する他のコンピューティングデバイスなどの、
１つまたは複数のデバイス５８を介して、セルラネットワーク５４および／または直接的
にインターネット５６を通じて、データおよび情報ユーザおよびリポジトリ５０と通信す
ることができる。これらの図に示されているＲＦ技術は、それだけには限らないがセルラ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ワイヤレスＵＳＢ、ＷｉＭａｘ、ＷｉＦｉ、およびＺｉｇＢｅｅ
を含む。
【００３７】
　図５Ａおよび図５Ｂを参照すると、例示的なワイヤレスＢＧＭ４４が、本発明の例示的
な実施形態に従って構築されて示されている。ワイヤレスＢＧＭ４４は、血糖レベル、そ
のレベルが測定された日付および時間、ならびに他の情報を示すためのディスプレイ８４
を含む。このワイヤレスＢＧＭは、アンテナ８６と、テストストリップリーダ入力８８と
、オン／オフボタン９０とを有する。図５Ｂは、このワイヤレスメータを、ドッキングス
テーション、セルラモデムなどの、別のデバイスに接続するためのポート９２を示す。
【００３８】
　図６は、本発明の例示的な実施形態に従って構築された例示的なワイヤレスＢＧＭ４４
の構成要素を示す。ワイヤレスＢＧＭ４４は、プロセッサ９６と、メモリデバイス９８と
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、ディスプレイ１０８と、入力デバイス（たとえば、キーパッド１００）と、テストリー
ダ１０２と、通信インターフェース回路１０４と、アンテナ１０６と、電源１１０とを備
える。テストリーダは、アナログフロントエンド１１２、すなわちグルコース測定のため
の、ストリップポート１１４とプロセッサ９６との間のテストストリップインターフェー
スを備えることができる。下記で述べるように、図１１Ａに示されているように基地局と
共に動作し、したがってアンテナ１０６を必要としないＢＧＭを用意することができる。
通信インターフェース回路１０４は、ワイヤレスＢＧＭ４４が、とりわけ図３に示されて
いる１つまたは複数のワイヤレスプロトコルを用いて通信することができるように構成さ
れてもよい。通信インターフェース回路１０４によってワイヤレスＢＧＭ４４が複数のワ
イヤレスプロトコルを介して通信することができるようにする場合、通信インターフェー
ス回路１０４は、使用可能なワイヤレス周波数を走査し、最適な伝送品質に基づいて、最
近の血糖読取り値などの、データをリポジトリに転送するように使用するために最良の通
信プロトコルを選択するための走査デバイスを含むことができる。
【００３９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、ワイヤレスＢＧＭ４４は、テストの後で血糖読取
り値をリポジトリ５０に送信するためにユーザが関与することを必要としない。たとえば
、ワイヤレス血糖計４４は、ストリップのリーダへの挿入の検出、ワイヤレスＢＧＭが携
帯電話に内蔵されている、または接続されている場合の電話による作動、ワイヤレスＢＧ
Ｍの圧力による作動または選択された運動による作動に基づいて、最近獲得されたテスト
データをリーダから自動的に送るイベントドリブンデバイスとなるようにプログラムおよ
び構成されてもよい。リポジトリ５０が確実に結果を完全に受け取っているようにするた
めに、埋込み型の確認機能が実施されることが好ましい（すなわち、送信済みデータ内の
誤りがあればそれを十分に訂正することができる、またはデータが再送信される）。
【００４０】
　リポジトリ５０に対する血糖計４４のワイヤレス接続、およびワイヤレスＲＦ通信経路
を介する血糖テスト結果の自動転送により、糖尿病管理ガイドラインを患者にますます遵
守させるのが容易になる。これは、テスト結果が糖尿病管理の利害関係者に自動的に提供
されるからである。さらに、リポジトリデータは、より包括的なものになる。というのは
、テスト結果の自動送達により、患者または介護者がテストを行うことができない、かつ
／またはテスト結果を、必要な利害関係者に報告することができない状況が予防されるか
らである。また、リポジトリにデータを通信することにより、他の情報（たとえば、実施
されたテストの数に関するデータは、テストストリップ処方追跡および補給を容易にする
ために使用することができ、インスリン送達に関するデータは、支給品の処方追跡および
補給を容易にするために使用することができる）を提供するように、データのあるレベル
の抽象化および解析が可能になる。さらに、上述のように、他の疾病管理情報をリポジト
リ５０に、したがって必要な利害関係者に、ＧＰＳなどの同様な無線周波数通信経路を介
して、歩数計読取り値、インスリン送達情報、および食事時間情報を転送することができ
る。これらのデバイスは、この追加情報をリポジトリに通信するために、血糖計４６およ
び／またはそのＲＦ回路４８に接続される、または別個のＲＦ回路を有することができる
。したがって、患者のＰＣなどの、現行の血糖リーダおよび通信インターフェースと異な
り、血糖テスト結果およびインスリン摂取、ならびに他の疾病管理情報などの、データに
より広い視野が与えられる。換言すれば、糖尿病管理データおよび他の情報がより多くの
利害関係者にとって使用可能となり、それらの利害関係者は、患者に関するより包括的な
情報にアクセスすることができる。対照的に、従来のデバイスは、一般に、テスト結果情
報を狭く見ることしかできず、かつテストを行なったり、テスト結果を報告したりする上
での患者の遵守を制御できない選択された人々に、選択されたテスト結果を与えるにすぎ
ない。さらに、従来の血糖計および他のデータデバイスは、一般に、これらの結果を、関
与している様々な人に送るために別個の通信トランザクションを使用し、一般に、テスト
結果または他の情報用のリポジトリを使用しない。
【００４１】
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　さらに、本発明は、患者１２および他の利害関係者（たとえば、１４、１６、４０、４
２）からリポジトリへ、また、リポジトリから患者へ、かつ他の利害関係者への情報の転
送を可能にし、これは好ましくは、または理想的にはリアルタイムである（たとえば、血
糖テストまたはインスリン注入の直後）。しかし、利害関係者とリポジトリ５０との間の
データの転送は、イベント（たとえば、患者テスト、または患者が選択されたメッセージ
を受け取るべきであるとリポジトリアルゴリズムが決定したこと）の後の選択された期間
内に、または１日当たり選択された回数などで行われるように構成されてもよい。
【００４２】
　図４は、本発明の例示的な実施形態による例示的なリポジトリ５０のブロック図である
。リポジトリは、好ましくは、ワイヤレスメータおよびシリンジまたはペンから送信され
たデータ、２人以上の医師、疾病管理代表者、保険業者、および患者間での電話の結果と
して収集されるものなど、従来の手段を介して受け取られたデータ、ＧＰＳデバイス、歩
数計から収集された情報、食事時間情報などの、それぞれの患者１２に関する多数のレコ
ード６２1．．．６２nを含む。下記でより詳しく述べるように、本発明の例示的な実施形
態により、テストストリップの使用、ロット番号、較正データ、およびメータ番号を、各
患者１２について維持することが可能になる。データおよび情報の編成、ならびに特定の
患者１２に対するそれらの識別は、いくつかの異なる方法で行うことができる。たとえば
、リポジトリ５０と共に使用するように構成された通信チップから受信されたデータを、
デバイス４４または５８ならびに患者１２に割り当てられた一意の識別番号を含むヘッダ
と共にパケット化して送信することができる。特定の患者１２に関するデータおよび情報
は、複数の識別手段を介してその患者に関連付けることができる。たとえば、ワイヤレス
メータ４４のデータは、ランダムに生成されたコードとすることができる識別コードを使
用することができ、テストストリップ情報は、患者１２に関連付け、たとえばＭｅｄｉｃ
ａｒｅ、保険業者、または他の支払者によって割り当てられた、認められている患者ＩＤ
に基づいて、患者のリポジトリレコードの一部となることができる。
【００４３】
　図５、図７、図８、図９、図１０Ａ、図１０Ｂのワイヤレス血糖計に戻ると、全体的に
４４と称されるこれらのデバイスは、ワイヤレス血糖計とリポジトリ５０の間の様々なＲ
Ｆ通信経路を示す。
【００４４】
　図７は、概して５８ａとして示されているＰＣなどの、デバイス５８と、ワイヤレスＵ
ＳＢ技術を介して通信するように構成された通信回路を有する血糖計４４を示す。ＰＣ５
８ａは、インターネット５６またはセルラネットワーク５４を介してリポジトリ５０と通
信することができる。換言すれば、ＰＣ５８ａは、たとえば、アナログまたはデジタル接
続を介してインターネット５６に接続され、あるいは、セルラモデムカードを介してセル
ラネットワーク５４に接続される可能性がある。
【００４５】
　図８は、インターネットを介してメータデータ（計測器データ）をリポジトリに送るた
めのルータまたはハブに対する自動データ送信のための内蔵ＷｉＦｉまたはＷｉＭａｘ通
信機能を有する通信インターフェース回路１０４を有する血糖計４４を示す。
【００４６】
　図９は、携帯電話、ＰＤＡなどのユーザデバイス５８ｃを介する、インターネット５６
および／またはセルラネットワーク５４を通じたリポジトリ５０に対する自動データ送信
のための内蔵ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＺｉｇＢｅｅ通信機能を有する通信インターフェ
ース回路１０４を有する血糖計４４を示す。
【００４７】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、セルラネットワーク５４を介してリポジトリ５０と通信す
る血糖計４４を示す。図１０Ａに示されているように、血糖計４４には、通信インターフ
ェース回路１０４としてセルラ通信チップを内蔵させることができる。別法として、血糖
計は、図１０Ｂに示されているように、セルラモデムアタッチメント１２０を備えること
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ができる。
【００４８】
　本発明の他の例示的な実施形態によれば、血糖計４４は、図５Ａに関連して上述したよ
うな通信インターフェース回路１０４およびアンテナ１０６ではなく、図１１Ａ、図１１
Ｂ、図１１Ｃに示されているように、ドッキングステーション１２４と共に使用するよう
に構成されてもよい。ドッキングステーション１２４は、血糖計４４を受けるためのクレ
ードル１２６と、ディスプレイ１２８と、全体的に１３０で示されているいくつかのユー
ザボタンまたはコントロールとを備える。１３０で示されているボタンは、それだけには
限らないが医師などの指定された人々と接触するためのボタン、疾病管理代表者または医
師からの指示に従ってリポジトリからドッキングステーションに送られる催促状（ｒｅｍ
ｉｎｄｅｒ）を検討するためのボタン、メニューオプションをディスプレイ１２８上で表
示するためのボタン、９１１などの緊急番号をワンタッチでダイアルするための緊急ボタ
ン、および糖尿病管理に関してクイックファクトをディスプレイ上で示すためのボタンを
含む。メニューオプションの中には、メータ４４がクレードル１２６内にあるとき、最近
の血糖テスト結果をリポジトリ５０に送るための送信オプションがある。図１１Ｄおよび
図１１Ｅを参照すると、可搬型メータ４４は、ディスプレイ８４と、テストストリップ入
力８８と、オン／オフボタン９０と、クレードル１２６内の対応するコネクタに接続する
ためのポート９２とを有する。
【００４９】
　図１１Ｆを参照すると、ドッキングステーション１２４は、プログラム可能なプロセッ
サ１３２と、ディスプレイ１２８と、メモリデバイス１３４と、メータがクレードルに挿
入されたときメータと電気的に通信するためのコネクタ１３６と、いくつかのボタンおよ
び他のユーザ入力デバイス１３０と、インターネットまたはワイヤレスネットワークを介
するリポジトリに対する通信インターフェース１４０と、電源１３８とを備える。メータ
４４は、テストストリップリーダ１１４と、プロセッサ９６と、メモリ９８と、ディスプ
レイ１０８と、オン／オフボタン９０または他のユーザ入力デバイスと、メータがクレー
ドルに挿入されたときドッキングステーションと電気的に通信するためのコネクタ（図示
せず）とを有する。
【００５０】
　図１２Ａおよび図１２Ｂに示されているように、血糖計４４がドッキングステーション
１２４内にドッキングされたとき、ドッキングステーションは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど
のワイヤレス技術を介して、携帯電話またはＰＤＡなどのデバイス５８に通信することが
でき、デバイス５８は、ワイヤレスネットワークまたはインターネットを介してリポジト
リ５０と通信する。別法として、ドッキングステーション１２４は、メータ４４がドッキ
ングステーションクレードル１２６内にあるとき、ドッキングステーション１２４がセル
ラネットワークを介してリポジトリ５０にテスト結果を送信することができるように、セ
ルラモデムを備えることができる。
【００５１】
　図１３～１６は、血糖計を有し、リポジトリに無線周波数接続することができる他のタ
イプのデバイスを示す。
【００５２】
　図１３Ａ、図１３Ｂ、図１３Ｃは、内蔵テストストリップリーダ１４４と、図１１Ｂお
よび図１１Ｃに関連して上述した血糖リーダのものと同様のディスプレイ１４６とを有す
る携帯電話１４２を示す。
【００５３】
　図１４に示されているように、携帯電話１４８は、セルラネットワークを介してデータ
リポジトリ５０に自動データ送信接続することができる。図１４は、ＢＧＭアタッチメン
ト１５０を有する携帯電話１４８を示す。
【００５４】
　図１５Ａから図１５Ｄは、シリンジ識別番号などの情報と、およびシリンジによって送
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達されるインスリンタイプ、量、インスリンタイプなどの、タグ内の不揮発性ＥＥＰＲＯ
Ｍ内に記憶されているデータを送信するためにＲＦＩＤタグを備える、シリンジなどのイ
ンスリン送達デバイス１６０の様々なビュー（図）である。量は、プランジャの運動に基
づいて検出および記憶することができる。したがって、血糖計４４がシリンジ１６０に近
接し、十分な電磁場を生成したとき、シリンジ内のＲＦＩＤが作動され、シリンジによっ
て送達されたインスリン投与量に関するデータを送ることができる。
【００５５】
　図１５Ａは、針上にキャップ１６２を有するシリンジ１６０の斜視図である。図１５Ｂ
は、インスリン用のリザーバ１６６の上部のキャップ１６４が取り外されたシリンジ１６
０の斜視図である。リザーバの上部は、ＲＦＩＤタグ、プランジャ、およびプランジャ運
動センサと共に構成されてもよい。図１５Ｃおよび図１５Ｄは、リザーバキャップ１６４
が取り外されたシリンジ１６０の正面図および側面図である。
【００５６】
　図１６Ａから図１６Ｅは、本発明の例示的な実施形態による他のインスリン送達デバイ
ス１７０、すなわち、ＲＦ接続することができるインスリンペンの様々なビューである。
図１６Ａおよび図１６Ｂは、キャップ１７２が被せられたペン１７０の斜視図である。図
１６Ｃは、キャップ１７２が取り外され、インスリン送達機構が露出されているペン１７
０の斜視図である。図１６Ｄおよび図１６Ｅは、キャップが被せられたインスリン送達ペ
ンの上面図および側面図である。
【００５７】
　図１６Ｂ、図１６Ｃ、図１６Ｄに示されているように、インスリン送達ペン１７０は、
インスリン投与量、ならびに混合量（ｍｉｘ　ａｍｏｕｎｔ）、インスリン送達の時間お
よび日付などの他の情報を示すためのディスプレイ１７４を有する。ペン１７０は、血糖
計４４と関連して上述したＲＦ通信経路の１つを使用してリポジトリにデータを通信する
ための通信回路（図示せず）を備える。
【００５８】
　図１５Ａ～１５Ｄおよび図１６Ａ～１６Ｅに示されている例示的なインスリン送達デバ
イスは、インスリン送達データをリポジトリに通信するために、患者または介護者の関与
を必要としない。接続型シリンジのデータは、メータデータが送られたとき送ることがで
き、基本的に血糖テストと同時に行われる。接続型ペンのデータは、完了したインスリン
送達を検出したときリポジトリ５０に自動的に送信することができる。したがって、図１
７に示されているように、インスリン送達データは、たとえば図４から図１０に関連して
上述したワイヤレス送信方法を使用して送ることができる。他の注入デバイスは、それだ
けには限らないがマイクロニードル送達、ＰＣインターフェースを有する、または有して
いない外部および埋込み型のインスリンポンプを含むことができる。したがって、さらに
図１７を参照すると、メータ４４は、たとえばローカルネットワークを介してポンプと、
またワイドネットワークを介してリポジトリ５０と通信するように構成されてもよい。本
発明の例示的な実施形態によれば、ペン１７０は、リポジトリに自動的に送信することが
できる複数の投与量情報を記憶するように構成される。
【００５９】
　本発明の例示的な実施形態は、糖尿病管理の利害関係者、特に、その機能が過去におい
て最適化されていなかった疾病管理会社、保険業者、ヘルスケアネットワーク、および雇
用主などの、利害関係者による糖尿病管理データおよび情報の受け身かつリアルタイムの
管理を可能にする。上述のように、リポジトリ５０に対する血糖計データおよびインスリ
ン送達デバイスデータの自動送信、また、やはり食物摂取および運動などの糖尿病管理情
報ならびに血圧およびコレステロールなどの他の健康パラメータを収集、記憶し、それら
にアクセスするためのリポジトリ５０の使用により、患者の遵守がますます可能になり、
疾病管理ケースワーカ、医師、保険業者、および他の糖尿病管理の利害関係者が検討する
ように包括的な情報を増やすことが可能になる。特にＤＭＣは、本発明の例示的な実施形
態による、リポジトリ５０に送られるリアルタイムかつ包括的な情報およびデータから利
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益を得る。過去には、疾病管理会社が共通して経験した問題は、リアルタイムデータアク
セスの欠如（すなわち、大半のデータが代表者と患者との電話の会話を介して収集された
ため）、不十分な医師の関与、業務をコスト効果的に拡縮することが可能でなく、したが
ってコストのかかるケースマネジメントを含んでいた。次に、いくつかの改善された疾病
管理業務について、図１８Ａおよび図１８Ｂを参照して、また本発明の例示的な実施形態
により述べる。
【００６０】
　図１８Ａおよび図１８Ｂを参照すると、疾病管理会社はいま、リポジトリ５０内の、選
択された患者について使用可能な様々なレコードを検討し（ブロック１８０）、患者の血
糖レベルの変動および他のテスト結果に基づいて、血糖テスト結果、およびＡ１ｃテスト
などの他のテスト結果が、いつそれぞれの患者について選択されたパラメータの外にある
か判定することができる。疾病管理会社は、どの患者に代表者が接触し、追加の教育的情
報を提供する必要があるか優先順位付けすることができる（ブロック１８２および１８４
）。たとえば、リポジトリにあるアルゴリズムが、利害関係者によって指定されたパラメ
ータを使用し、即座の注意または介入が必要とされるとテスト結果により示される患者を
決定することができる。リポジトリ５０にあるレポート生成モジュールは、例外報告、す
なわちパラメータが、選択された基準を満たし、本発明の２方向ワイヤレス経路を介して
警報メッセージを送る必要がある患者の選択、あるいは単に例外レポートの生成を可能に
する（ブロック２０８および２１０）。したがって、利害関係者は、リポジトリ５０のレ
ポート生成能力を使用し、どれだけの数の血糖降下イベントが所与の期間内に患者の間で
発生したか知ることができる。さらに、疾病管理会社はまた、疾病管理代表者の間での症
例の割当てを改善し、代表者の取扱件数管理を容易にすることができる。さらに、患者の
血糖データ間の変動、ならびに食事時間の習慣および他の記憶されている情報を解析し、
患者が血糖レベルをテストしＡ１ｃテストなどの他のテストを実施する頻度を、データ管
理会社がカスタマイズすることを可能にすることができる（ブロック１８６および１８８
）。次いで、ユーザには、基地局、またはワイヤレス血糖計上のディスプレイを介して、
特定のテストが患者によって見過ごされている場合、いつテストを行うかについて催促状
を、またはレベルが、選択された範囲の外にあるとき警報を送ることができる（ブロック
１９０および１９６）。警報は、本発明の一態様によれば、特製または一般的な警報とす
ることができる。
【００６１】
　図１８Ａおよび図１８Ｂを引き続き参照すると、利害関係者は、図４に示されている通
信経路、または公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）などの他のネットワークを介して、リポジト
リ、および自分たちと患者の間の２方向無線周波数通信を（すなわち、メータ、ドッキン
グステーション、携帯電話、コンピュータ、ＰＤＡ、または他のデバイスを介して）使用
することができる。患者と他の糖尿病管理の利害関係者との間で本発明によって提供され
る２方向通信により、テストストリップの使用の検証と、施薬されたインスリン投与量と
に関するリポジトリ５０データの解析（ブロック１９８）により薬物治療の遵守を判定す
ること（ステップ１９６）、ならびに患者に送られた警報（たとえば、テスト血液が期限
切れである、または欠陥があるとき、テスト血糖レベルが選択された範囲の外にあるとき
、など）（ブロック１９２および２０６）の受取りを確認すること（ブロック１９４およ
び２００）ができる。リポジトリ５０は、利害関係者が血糖レベルを短期的、中期的、長
期的に評価するために解析する、また、血糖レベルが所望の範囲の外になるなどの、特定
の患者についてイベントを予測するために、Ａ１ｃおよび糖化血清タンパク質テストデー
タなどの様々なテストデータを含むことができる（ブロック２０２および２０４）。リポ
ジトリ５０は、データがより包括的なものであるため、より様々なレポートを生成するこ
とを可能にする。たとえば、疾病管理会社は、患者のグループのうちの選択されたものに
ついて遵守報告（糖尿病患者母集団傾向レポート）を、またリアルタイムの例外報告を実
施することができる。レポートは、リンクされている一方、利害関係者の間で注記を掲示
し応答を受けることができるようにリポジトリ内で一意のポータル空間をも有する様々な
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利害関係者（たとえば、患者、介護マネージャ、およびヘルスケアプロバイダ）について
生成することができる。また、レポートは、レポートを閲覧する利害関係者に応じて、変
化する情報および機能上の特徴を有するように、それぞれの利害関係者のコンピュータ画
面上で異なるように提示されてもよい。
【００６２】
　したがって、本発明の例示的な実施形態は、受け身の疾病管理からリアルタイムかつ先
取り的な疾病管理に移動するための手段を利害関係者に提供し、したがってケースワーカ
にとっての生産性の増大、費やされる管理コストおよび時間の削減、臨床上の結果の改善
、（たとえば、テスト結果に対する閲覧および応答のリアルタイムな側面による）患者の
介護および満足の増大、およびヘルスケアチームのより多くの関与などの、直接的な利益
をもたらす。これらの利益は、患者の登録および事業機会の増大などの、ＤＭＣに対する
２次的な利益に通じる。たとえば、保険業者は、本発明の例示的な実施形態による、上述
のリポジトリ５０から得ることができる結果および傾向レポートに基づいて、疾病管理プ
ログラムの財政上の影響をよりよく評価し、契約されている疾病管理会社から、よりよい
コスト効果を受けることができる。本明細書で述べられている本発明の例示的な実施形態
の１つまたは複数を使用すると、ヘルスケアネットワークは、データの収集にあまり時間
を費やさず、より多くの時間を費やして患者に介護を提供することにより、生産性を増大
することができる。リポジトリ５０データは、複数の病院および臨床現場に対して使用可
能とすることができる。患者は、ヘルスケアネットワークが本発明の例示的な実施形態に
よるシステムに登録したとき、より満足する。というのは、患者データがいつでも使用可
能であり、患者がどこへ行こうとも、処方は自動化されており、患者データは、患者の疾
病管理に関与する正当な人にとって安全に使用可能であるからである。
【００６３】
　また、本発明の例示的な実施形態により、疾病管理会社および他の利害関係者が薬物遵
守を監視することができる。たとえば、糖尿病管理の利害関係者は、自動的に報告された
薬物投与量、ならびにテストストリップのロットおよび対応するテスト結果に関するリポ
ジトリ内の収集済み情報を検討し、患者が、血糖レベルをテストする、また他の方法で管
理するための、医師によって指図されたスケジュールを維持しているかどうか判定するこ
とができる。上述のように、血糖レベルが、選択された範囲の外にある、またはテストス
トリップが期限切れである、もしくは他の点で交換する必要があるとき、警報を送ること
ができる。図１９に関連して下記で述べるように、本発明の例示的な実施形態によるテス
トストリップの使用の追跡により、テストストリップのより効果的な使用、患者に送達さ
れるテストストリップの品質および数量に対するよりよい制御、およびＭｅｄｉｃａｒｅ
に対するより効率的な支払い請求が可能になる。
【００６４】
　血糖結果やテストストリップのロットやメータ較正データの自動送信により、リポジト
リ５０にアクセスすることができる利害関係者は、実際に使用されたテストストリップを
決定することができる。現在、Ｍｅｄｉｃａｒｅガイドラインにより、１ヶ月当たり糖尿
病患者に送られるテストストリップの数が決定される。現在、それらのテストストリップ
が実際に使用されるかどうか追跡する方法はない。通信販売会社は、テストストリップが
患者によってほとんど使用されないことになるかどうかにかかわらず、患者に割り振られ
たテストストリップの最大量に対してＭｅｄｉｃａｒｅに支払い請求することが許される
。通信販売会社は、毎月１回、患者に接触してから、Ｍｅｄｉｃａｒｅによって指図され
た数のテストストリップをその個人に送り、次いでそれらのストリップに対してＭｅｄｉ
ｃａｒｅに支払い請求することを必要とするにすぎない。したがって、Ｍｅｄｉｃａｒｅ
によって支払われる著しい量のテストストリップが使用されないことになり、そのような
無駄の大きさを検出する方法なしですますおそれがある。
【００６５】
　図１９を参照すると、本発明の例示的な実施形態は、どんなユーザ対話も干渉もない、
メータ（たとえば、メータ４４、１４２、または１４８）からリポジトリ５０へのテスト
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結果の自動送信により、この問題を解決する。リポジトリ５０は、Ｍｅｄｉｃａｒｅによ
って患者に割り振られたテストストリップの数、その患者が受けるべき１日当たりの推奨
テストの数、受け取られたテスト結果の数を記憶するように構成され、どれだけの数の未
使用のテストストリップをユーザがある特定の月中に有するか判定することができる（ブ
ロック２２２および２２４）。この情報に基づいて、ユーザがテストストリップの補充を
必要とするかどうか判定することができる。したがって、支払い請求は、実際に使用され
たテストストリップの数に基づくものとすることができ、これは、現行の無駄の多い慣行
に勝る、Ｍｅｄｉｃａｒｅおよび他の支払者にとっての著しい節約を表す。また、本明細
書で述べられている、本発明の例示的な実施形態によるリポジトリ５０および自動通信は
、残されている未使用のテストストリップの数を決定することができるため、補充の決定
、および補充の自動実行を可能にする（ブロック２２６および２２８）。ベンダは、これ
らの自動通信およびリポジトリ５０を使用し、患者がいつテストストリップを使い果たす
か推定することができ、患者に、たとえば２週間分の支給品しか残されていないとき、自
動的に追加を送ることができる。あるいは、ベンダに、規定された数のテスト結果が受け
取られるまで、それ以上補充を送らないようにメッセージを送ることができる（ブロック
２４０）。
【００６６】
　図１９を引き続き参照すると、リポジトリ５０はまた、テストの実施および血糖結果の
検討を可能にし、選択された患者に薬局または製薬会社からの促進材料を送るようにする
ことができる。上述のように、接続型血糖計（たとえば、ＲＦメータ４４または携帯電話
メータ１４２または１４８）により、患者に患者のヘルスケアチームからのメッセージ、
または教育的内容を送るだけでなく、他のタイプのメッセージを送ることができる。たと
えば、本発明の例示的な実施形態によるビジネスモデルの一部として、これらの患者に受
け取って欲しいと望むターゲットメッセージを有する会社に、広告を販売することができ
る（ブロック２３０および２３２）。したがって、たとえば、新しい糖尿病治療を導入し
つつある製薬会社は、健康プロファイルがその新しい治療にとっての潜在的な標的に合う
患者に送信される広告を購入することができる。これらのプロファイルは、リポジトリ５
０のアルゴリズムおよびレポート生成動作を使用して得ることができる。
【００６７】
　さらに、図１９に示されているように、テストストリップおよびメータの精度全体を、
血糖レベル、テストストリップのロット番号、およびメータ較正情報を検討することによ
って監視することができる（ブロック２３８）。最後に、テスト結果が一貫して所望のパ
ラメータの外にある、または存在しない場合、テストストリップに欠陥がある、またはメ
ータ４４、１４２、または１４８が故障中である場合に警報を送ることができる（ブロッ
ク２３４、２３６、２３８）。それに応じて、ベンダには、故障している、または期限切
れのテストストリップに対する交換用ストリップを送るように勧めることができる。した
がって、自動テスト結果報告、ならびにテストストリップのロット番号、および患者デー
タ、たとえばテストの推奨頻度などの、他のデータの管理、したがってテストストリップ
の使用の追跡により、数例を挙げると、期限切れの、または欠陥のあるテストストリップ
の追跡、テストストリップのため込みなどの乱用およびＭｅｄｉｃａｒｅまたはＭｅｄｉ
ｃａｉｄに対する不公平な支払い請求の解消、ならびにテストストリップとメータとの関
係の監視などの、現行の糖尿病管理システムに勝る多数の利点が提供される。
【００６８】
　現在、Ｍｅｄｉｃａｒｅは、通信販売会社に、患者に電話をかけ、より以上のテストス
トリップを必要とするかどうか、テストストリップを送る前に尋ねるように要求している
。通信販売会社は、実際に使用されたテストストリップの数を、本発明の接続およびリポ
ジトリを使用して追跡することができるため、そのような電話をかける時間および費用を
回避することができる。さらに、ＤＭＣは、取扱件数を管理するためのスタッフの看護士
を雇うことが困難かつコストがかかるものと考えている。しかし、本明細書で述べられて
いる、本発明の例示的な実施形態によるデバイス接続およびリポジトリ５０は、患者に仮
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想指導員を提供し、看護士および他のケースマネージャに対する依拠を削減することがで
きる。患者デバイス４４、１４２、もしくは１４８にある、またはリポジトリ５０内のア
ルゴリズム、リポジトリ５０にある収集かつ記憶されたデータおよび情報、ならびに本明
細書で述べられている２方向通信を使用すると、医療結果を向上させるための必要に応じ
て、教育のポイント（ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）を生成し、メッセージ
を介して患者に送ることができる。
【００６９】
　また、本発明の例示的な実施形態は、様々な、有利なプログラムを実装することを可能
にする。たとえば、図２０を参照すると、毎月の加入料を、テスト頻度、およびテストデ
ータがリポジトリにアップロードされた数に基づいて決定することができる（ブロック２
５０）、セルラネットワークをベースとするシステムを実装することができる。毎月の加
入者は、登録された後で、血糖計およびテストストリップを無料で、またはわずかなコス
トで提供され、上述の、未使用のストリップに対してＭｅｄｉｃａｒｅに支払い請求する
という乱用を予防することができる（ブロック２５２）。特定の加入者に関するテストデ
ータがアップロードされたとき、そのデータを検討し、より以上のストリップが必要とさ
れるかどうか判定することができる（ブロック２５４、２５６、２５８、２６０）。また
、血糖を所望の範囲内で管理する患者の能力全体を判定することができ、改善された包括
的なテスト結果を介して改善された糖尿病管理を示す医師および／または患者に対して、
キャッシュバック奨励金（ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ）または他の促進物品を提供することがで
きる（ブロック２６２および２６４）。さらに、第三者の支払者（たとえば、Ｍｅｄｉｃ
ａｒｅ）は、データリポジトリ５０内の関連する結果を有するテストストリップに対して
のみ支払うことになり、それにより、糖尿病支給品に対する払戻しのシステムにおける詐
欺または乱用の可能性を低減する。
【００７０】
　本発明の一態様によれば、既存の疾病管理デバイスに勝る利点を実現するために、無線
周波数識別（ＲＦｉＤ）技術が使用される。「無線周波数識別トランスポンダ」という用
語は、周囲の無線周波数電場によって給電される任意のあるクラスのコンパクトな無線送
受信機を指すように使用される。トランスポンダは、電場を適切な通信信号で変調するこ
とによってアクセスされる。反応は、応答信号、トランスポンダ内の変化、またはそれら
の両方とすることができる。通信信号の内容およびトランスポンダの応答は、メモリ、お
よびトランスポンダによって提供される制御機能によって、また通信に使用可能なアクセ
ス時帯域幅によって制限される。これらの制限内で、トランスポンダは、デジタル情報を
記憶し取り出すために使用される他のデジタルメモリデバイスと同様のやり方で、読取り
および書込みを受けることができる。無線周波数識別トランスポンダは、様々な形態で広
く使用可能である。これらのデバイスは、トランスポンダ内に一体化して含まれる電気的
に消去可能な、プログラム可能な読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）半導体構成要素など
の、不揮発性メモリを含む。不揮発性メモリ内には、符号化されたデータが記憶される。
また、無線周波数識別トランスポンダは、アンテナを含む。トランスポンダおよびアンテ
ナの形状は、特定の実施形態に応じて変わる可能性がある。メモリおよび任意の制御機能
は、支持体上に取り付けられ、リードを介してアンテナに動作可能に接続されたチップに
よって提供される。
【００７１】
　本発明の例示的な実施形態によれば、図２１Ａおよび図２１Ｂに示されているように、
本体２７２と、本体内に取り付けられたグルコースセンサ（図示せず）と、ディスプレイ
２７４と、無線周波数識別トランシーバ２７６と、本体内に取り付けられた少なくとも１
つの無線周波数識別トランスポンダ２７８とを有する血糖モニタ２７０が提供される。ト
ランシーバ２７６およびトランスポンダ２７８は、本体によって非シールド化される。線
２９０は、トランシーバ２７６によって生成される周囲の周波数の場を表す。
【００７２】
　使用中には、（たとえば、図２２および図２３にそれぞれ示されているように、容器ラ
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ベル２８４または蓋２８６に一体化された）無線周波数識別トランスポンダ２８２を含む
テストストリップの容器２８０、または無線周波数識別トランスポンダを含む個々のテス
トストリップ２８８（図２４）は、図２５の線パターン２９０によって示されているよう
に、それらの無線周波数識別トランスポンダ２８２を、血糖モニタのトランシーバ２７６
によって作動させる。これにより、テストストリップの容器２８０、または個々のテスト
ストリップ２８８は、モニタ２７０がテストストリップ２８８に付着された血液試料内の
血糖レベルの正確な測定値を計算するのに必要な（線パターン２９２によって示されてい
る）符号化物（ｅｎｃｏｄｅｍｅｎｔ）を含むデータを送信することになる。
【００７３】
　本発明のこの例示的な実施形態は、既存の糖尿病管理デバイスに勝るいくつかの利点お
よび改善を実現する。従来の血糖モニタの典型的な使用では、製造者によってテストスト
リップ容器上に印刷されたコード番号に対応するコード番号を、ユーザが手動で血糖モニ
タに入力することが必要とされる。このコード番号は、得られる結果が、製造者によって
テストストリップ用のラベルで主張されている程度に正確であることを保証する、あるタ
イプの較正データである。血糖モニタのユーザがこのコード番号に注意を払わない、また
は誤ったコード番号を入力した場合、得られる血糖結果は、正しいコード番号で得られる
結果と著しく異なるものとなる可能性がある。結果が著しく高い、または低いと、血糖テ
ストを実施するユーザ、またはヘルスケア専門家による治療が誤ったものになるおそれが
ある。対照的に、本発明の例示的な実施形態に従って符号化物２９２をテストストリップ
容器または個々のテストストリップから送信させると、血糖テストにより、最も正確な結
果が確実に提供され、ユーザの誤りによる不正確な結果の可能性がなくなる。また、符号
化物は、たとえば製造日、テストストリップ有効期限、ロット番号、製造者識別、および
配布国または地域などのロジスティクス情報などの、追加情報を含むことができる。この
追加情報は、リポジトリ５０内に記憶され、本明細書で開示されている例示的な実施形態
によって例示される本発明のシステムによって、有効期限についての警報または警告を送
るために、また国または地域に応じてメータとテストストリップのいくつかの組合せを可
能に、または不能にするために、またロジスティクス管理の助けとするために使用されて
もよい。
【００７４】
　本明細書で開示されている例示的な実施形態によって例示される本発明は、従来技術の
問題に対する解決策を提供する。血糖テストストリップが製造され、特定のロットに関し
て較正コードが確立されたとき、このコードは、これらのテストストリップを保持する容
器２８０、個々のテストストリップ２８８、またはそれらの両方の無線周波数識別トラン
スポンダ２８２内に埋め込まれる。テストストリップの容器２８０または個々のテストス
トリップ２８８が血糖モニタ２７０に近接しているとき、血糖モニタのトランシーバ２７
６は、容器またはテストストリップの無線周波数識別トランスポンダ２８２を作動させる
電界を生み出し、次いでトランスポンダは、その埋め込まれたコード２９２を血糖モニタ
２７０に自動的に送信する。次いで、血糖モニタ２７０は、血液試料を有するテストスト
リップが血糖モニタ内で受け取られた後で表示される血糖結果を計算する際に、このコー
ドを使用する。さらに、符号化物２９２は、容器内のトランスポンダからのものであろう
と、テストストリップ内のトランスポンダからのものであろうと、モニタそれ自体に含ま
れるトランスポンダからのものであろうと、個々のテストに関する情報を含むことができ
る。次に、実施例について述べる。
【００７５】
　第１の実施例では、２つの要素、すなわち血糖モニタ２７０およびテストストリップ容
器２８０が無線周波数識別トランスポンダを含む。この実施例では、テストストリップ容
器が血糖モニタに近接することが、モニタが較正コードを受信するために必要とされる。
【００７６】
　第２の実施例では、２つの要素、すなわち血糖モニタ２７０および個々のテストストリ
ップ２８８が無線周波数識別トランスポンダを含む。この実施例では、テストストリップ
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が、それを血糖モニタに挿入することにより近接することが、モニタが較正コードを受信
するために必要とされる。
【００７７】
　第３の実施例では、３つの要素、すなわち血糖モニタ２７０、テストストリップ容器２
８０、個々のテストストリップ２８８が無線周波数識別トランスポンダを含む。この実施
例では、テストスリップ容器および個々のテストストリップが共に近接することが、血糖
モニタによる、挿入されたテストストリップがテストストリップ容器によって送信された
較正コードと同じ較正コードを有することの確認行為（ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）とし
て使用される。
【００７８】
　第４の実施例では、テストストリップ容器２８０が、較正コード、テストストリップ有
効期限、ロット番号を記憶および送信する。これらのデータは、メータ２７０により、使
用されるテストストリップ２８８が期限切れになっているか否か判定するためにテストス
トリップ有効期限を、メータ内で設定されている現在の日付に比較することによって解釈
される。
【００７９】
　第５の実施例では、テストストリップ２８８が、較正コード、テストストリップ有効期
限、ロット番号を記憶および送信する。これらのデータは、メータ２７０により、使用さ
れるテストストリップが期限切れになっているか否か判定するためにテストストリップ有
効期限を、メータ内で設定されている現在の日付に比較することによって解釈される。
【００８０】
　第６の実施例では、血糖モニタ２７０内の無線周波数識別トランスポンダ２７８は、ポ
ンプ、またはドッキングステーション、または倉庫もしくは製造場所内の検出器などの、
他のデバイスと通信するために使用される。換言すれば、ポンプまたはドッキングステー
ションは、ＢＧＭ２７０が聴取しており、ポンプまたはドッキングステーションと通信す
ることができるかどうか判定するために、トランシーバを介して電界を送信することがで
きる。検出器は、血糖モニタのいずれかが誤って梱包されているかどうか判定し、したが
って出荷の誤りを回避するために、クレート内に梱包された血糖モニタの無線周波数識別
トランスポンダを作動させる電界を送信することができる。
【００８１】
　本発明の例示的な実施形態によれば、個人によって実施される診断テストの、食事時間
に対する関係を自動的に決定するための手段が提供される。診断テストの、食事時間に対
する関係は、その個人によって実施される治療介入のタイミングに基づくものである。本
発明は、解析プロセスと、その解析プロセスによって使用されるパラメータとを共に対象
とする。所与の血糖テストについて、関連するインスリン注入のタイミングに基づいてそ
のテストが食前に行われるか、それとも食後に行われるか判定するときについて、本発明
を例示する。下記に、本発明の例示的な実施形態による、自動的にこの決定を行うための
２つの方法、すなわちパラメータをベースとする方法（図２６）、および解析的方法（図
２７）が述べられている。
【００８２】
　パラメータをベースとする方法（図２６）では、この決定は、ブロック３００によって
示されている治療データ（たとえば、インスリン注入）、およびブロック３０２によって
示されている診断テストデータ（たとえば、血糖計テスト結果）、およびそれらの対応す
るタイムスタンプ、ならびにその個人によって提供される以下の１組のパラメータ（ブロ
ック３０４）に依拠する。すなわち、
－　個人が最初の食事をすることになる、最新を表す単一の時間（Ｍ１）。
－　個人が２回目の食事をすることになる、最新を表す単一の時間（Ｍ２）。
－　個人が３回目の食事をすることになる、最新を表す単一の時間（Ｍ３）。
－　個人が眠ることになる、最新を表す単一の時間（Ｓ１）。
－　個人が夜中に血糖をテストすることになる、最新を表す単一の時間（Ｎ１）。
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【００８３】
　パラメータをベースとする方法では、この決定はまた、解析内の、以下の１組のタイミ
ング閾値にも依拠する。すなわち、
－　注入時間前３０分以下である血糖テスト時間は、食前として分類される（ブロック３
１０および３１８）。
－　注入時間後９０分以上かつ１８０分以下である血糖テスト時間は、食後として分類さ
れる（ブロック３１４および３２０）。
－　注入時間前４５分以下かつ前の注入時間後１８０分以上である血糖テスト時間は、食
前として分類される（ブロック３１２および３１８）。
－　注入時間後３０分以上かつ注入時間後９０分以下である血糖テスト時間は、未知とし
て分類される（ブロック３１６および３２２）。
【００８４】
　本発明のこの例示的な実施形態による値の割振り（ブロック３０８）は、以下の通りで
ある。すなわち、
－　所与の日に注入時間がＭ１前である場合、その注入は、その日の１回目の食事に関連
付けられることになる。
－　所与の日に注入時間がＭ１後かつＭ２前である場合、その注入は、その日の２回目の
食事に関連付けられることになる。
－　所与の日に注入時間がＭ２後かつＭ３前である場合、その注入は、その日の３回目の
食事に関連付けられることになる。
－　所与の日に注入時間がＭ３後かつＳ１前である場合、その注入は、その日の就寝時間
に関連付けられることになる。
－　所与の日に注入時間がＮ１後かつＮ１＋５前になく、血糖テスト時間がＮ１後かつＮ
１＋５前である場合、その血糖テストは、夜間テストに関連付けられることになる。
【００８５】
　複数のテスト間の競合は、本発明のこの例示的な実施形態に従って、以下のように解決
される。すなわち、２つの血糖テストがインスリン注入前に実施される場合、注入時間に
時間が最も近い血糖テストが解析に使用される。これらのパラメータに基づいて、インス
リン注入時間および血糖テスト時間のデータセットを解析し、たとえば以下の判定を行う
ことができる。すなわち、
－　どの血糖テストが注入に関連付けられるか。
－　血糖テストが、３つの食事時間に関する食前テストまたは食後テストとして分類され
るか、それとも就寝時テストか、夜間テストか。
【００８６】
　解析をベースとする方法（図２７）では、この決定は、
－　日ごとの注入の数
－　日ごとの血糖テストの数（ブロック３３０）
を決定するために、個人のデータの解析を実施することに依拠する。さらに、その個人は
、１日当たりの食事の典型的な数を表す数を提供することができる（ブロック３３２）。
【００８７】
　インスリン注入時間および血糖テスト時間が調べられ、それらの時間がどのようにクラ
スタ化されるか判定する（ブロック３３４）。これは、その日全体を通しての、平均時間
と、それらの時間の周りでの変動および信頼区間の何らかの尺度とを、１日当たりの食事
の数に比べて使用して実施することができる（ブロック３３６）。これは、その日を食事
時間、就寝時間、夜間に分割するための手段を提供する。それらの値が分割された後で、
解析は、上述のパラメータをベースとする方法の場合と同様に進み、タイミング閾値、す
なわち
－　注入時間前３０分以下である血糖テスト時間は、食前として分類される（ブロック３
１０および３１８）、
－　注入時間後９０分以上かつ１８０分以下である血糖テスト時間は、食後として分類さ
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れる（ブロック３１４および３２０）、
－　注入時間前４５分以下かつ前の注入時間後１８０分以上である血糖テスト時間は、食
前として分類される（ブロック３１２および３１８）、
－　注入時間後３０分以上かつ注入時間後９０分以下である血糖テスト時間は、未知とし
て分類される（ブロック３１６および３２２）
を使用して、血糖テストが食前であるか、それとも食後であるか判定する。
【００８８】
　本発明のこの態様は、従来技術に勝るいくつかの利点および改善を実現する。過去には
、食事時間の決定は、もっぱら２つの従来の方法のうちの一方に依存していた。すなわち
、
１．個人が、固定された時間をその人の食事期間の前後に割り当てること。
２．個人が、テストまたは行動が食前もしくは食後、就寝時間、または夜間に行われたか
どうか示すようなやり方で、その人のデータを「マークする」こと。
第１の従来の方法では、食事、就寝時間、または夜中のイベントのタイミングを変更する
可能性がある日常生活における変動を、固定された時間で考慮することができない点で問
題が生じる。その結果、食後の期間に由来するデータが、食前に発生したものとして誤っ
て表され、逆も同様である。従来の第２の方法では、後で解析するために、またはその分
類に従って遡って各値を「マークする」ために、余計な努力をして各イベントを分類する
ための負担がその個人にかかる。個人があらゆるイベントをマークするために時間を費や
すことも、その人があらゆるイベントを、そのイベントが発生した時点で忘れずにマーク
することも可能性が低い。さらに、「マークする」ことを遡って実施する場合、記憶の精
度が低下し、したがってイベント割振りの精度が低下する。
【００８９】
　図２６および図２７に関連して述べられている本発明の例示的な実施形態は、これらの
従来の方法で遭遇される問題を解決する。第１に、これらの実施形態は、一般に食事の直
前または就寝時間の直前の期間に関連付けられた治療介入のタイミングを使用し、その発
生を食事時間または就寝時間の指標として使用する。したがって、本発明のこれらの実施
形態の精度は、治療介入に関する時間情報の精度に直接関連する。したがって、治療介入
のタイムスタンプがそれ自体自動化され、より正確に決定される場合、これらの実施形態
が診断テストのタイミングを正しく分類するやり方が改善される。第２に、これらの実施
形態は、治療介入と診断テストとの、最も可能性が高い生理学的関係を決定する能力をも
たらすタイミング閾値を確立する。
【００９０】
　図２８を参照すると、上述の解析をベースとする実施形態の変形形態が、個人からのフ
ィードバックを使用し経時的に分類の精度を改善する反復学習アルゴリズムを含む解析エ
ンジンと共に使用される。すなわち、解析エンジンは、個人からの初期データセットを用
いて、上述のように実施することができるが、次いで、その個人は、エンジンによって定
義されたカテゴリに対する訂正または変更の形態でフィードバックを送ることができる（
ブロック３４０）。次いで、解析エンジンは、このフィードバックをそのアルゴリズムに
組み込み、連続する解析時に、いくつかの訂正を必要とする（ブロック３４２）。
【００９１】
　本発明のこの態様の基礎となる技術的原理は、値の２つのカテゴリを含むデータセット
に対して実施される一連の日付および時間の比較であり、各カテゴリ内の各値は一意の日
付およびタイムスタンプを有する。この手法の第１部は、そのデータの２つのカテゴリの
日付および時間を比較し、時間で表される、データ点間の密接な関係を見出す。この手法
の第２部は、パラメータをベースとする方法（図２６）が使用されるか、それとも解析を
ベースとする方法（図２７）が使用されるかに依存する。一般にではあるが、この部は、
外部パラメータに、またはデータセットの統計解析に従って、食前もしくは食後、就寝時
間、または夜間のカテゴリに対する割当てを行う。
【００９２】
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　データまたは値の２つのカテゴリをリンクするタイミング閾値を確立することができる
ことが、図２６および図２７の両方法にとっての基礎である。これらのタイミング閾値は
、臨床経験および生理学的データに基づく、または経時的な個々のデータセットの解析に
基づくことになる。本発明の関連する側面は、治療介入の日付およびタイムスタンプ精度
が向上したとき、特に治療介入の日付およびタイムスタンプが自動的に決定され、データ
セット内に格納された場合の、精度の改善である。データセット（たとえば、データの２
つのカテゴリ、およびそれらの時間で表される関係）、およびパラメータをベースとする
方法または解析をベースとする方法を実施するためのアルゴリズムは、リポジトリ内に、
またはデバイスそれら自体の中に設けることができる。データセットおよびアルゴリズム
をリポジトリ５０内に配置することにより、デバイスが単純化され、上述の利点が実現さ
れる（たとえば、開発時間したがって販売までの時間の削減、複雑さの低減、したがって
危害の可能性の低減、デバイスの使用可能寿命の増大）。いずれにしても、リポジトリ５
０内の、またはデバイスそれら自体（たとえば、メータ４４）の中のデータを解析し、患
者の振る舞いに関する情報を抽象化することができる。この解析により、改善されたメッ
セージングという別の利点が実現される可能性がある。換言すれば、リポジトリ５０は、
１つまたは複数のアルゴリズムを実行し、警報および教育的メッセージなどの、メッセー
ジをいつ患者に送るべきか判定することができる。患者のテスト結果、インスリン摂取、
および食事時間を解析し、患者に、たとえばテストを受けるように、またはインスリンを
施薬するように、または通院を予定するように催促状を送る最適な時間を決定することが
できる。また、リポジトリ５０の内容をアルゴリズム処理することは、患者の振る舞い、
およびその人の糖尿病管理の実施に最適に影響を及ぼすことになる情報を、その患者が喜
んで、進んで受け取るという決定に影響を及ぼす可能性がある。
【００９３】
　別の利益は、「常にオン」でワイヤレス通信することができるデバイス（たとえば、メ
ータ４４）があれば、解析動作を実施するために、デバイス内の複雑なファームウェアが
もはや必要とされない。たとえば、今日の多数のＢＧＭデバイスは、ＢＧ平均、またはグ
ラフィカルな傾向データなどを提供する。本明細書で述べられている、本発明の例示的な
実施形態による種類のシステムがあれば、デバイス（たとえば、メータ４４、１４２、１
４８）は、これらの解析機能のどれをも有する必要がなく、それどころかリポジトリレベ
ルで実施される解析用のディスプレイデバイスとして働くにすぎない。このようにして、
デバイスがあまり複雑でなくなり、それにより、いくつかの利益、（たとえば、開発時間
したがって販売までの時間の削減、複雑さの低減、したがって危害の可能性の低減、ソフ
トウェア「アップグレード」）が、デバイスレベルではなくリポジトリレベルで実施され
、その結果、デバイスを交換する必要がないことによるデバイスの使用可能寿命の増大、
デバイスファームウェアのアップグレードを、デバイスを交換することを必要とせずに、
ワイヤレスで実施することができること、をもたらす。
【００９４】
　図２９～３１は、図３および図４に示されている、また本明細書で図５ａから図１７に
おいて例示されている本発明のシステムによって実現される、改善されたサービスおよび
潜在的な収入の利益について述べている。図２９、図３０、図３１は、患者および疾病管
理全体の状況において、本発明の例示的な実施形態によって提供される接続および付加価
値情報の利益を示す。
【００９５】
　図２９に示されているように、点線の左側は、患者とヘルスケアプロバイダと、背景の
セクションで上述した他の参加者との間で共有される様々な診断データの、現行の測定慣
行の境界を定める。点線の右側は、本発明の例示的な実施形態の利点を示す。たとえば、
本明細書で述べられている、本発明の例示的な実施形態による接続型ＢＧＭ、連続グルコ
ースモニタ（ＣＧＭ）、およびインスリン送達デバイスの、努力を必要としないデータ取
込みおよび送信動作、ならびにリポジトリ５０を使用して提供される「データからの情報
」サービスは、それだけには限らないが患者、介護者、ＤＭＣ、ヘルスケアプロバイダ、
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ＩＨＮ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｈｅａｌｔｈ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、雇用主、保険会社を
含めて、顧客と企業双方に対する一体化されたサービスを実現する。糖尿病に加えて、本
発明の例示的な実施形態によって提供される患者管理および疾病管理サービスは、それだ
けには限らないが肺のケア、心臓のケア、フィットネスケア／福祉介護（ｗｅｌｌ－ｂｅ
ｉｎｇ　ｃａｒｅ）を含めて、様々なタイプのヘルスケア条件に有用である。図３０およ
び図３１には、リポジトリポータルを介して患者数百人を追跡し、一部の患者は即座に注
意が必要であることに留意する糖尿病看護教育者（ＤＮＥ）などの、諸例が提供されてい
る。
【００９６】
　図３２～３７は、本発明の例示的な実施形態によって提供される小売りマネーフローの
利点を示す。たとえば、図３２および図３３はそれぞれ、ＢＧＭ製造者から卸売業者およ
び小売業者を介して患者までの、テストストリップなどの、製品フロー、およびこれらの
参加者間の収入フローを示す。図３５および図３６は、Ｍｅｄｉｃａｒｅではなく、管理
医療組織（ｍａｎａｇｅｄ　ｃａｒｅ　ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）などの第三者の支払
者のほかは、同様の参加者を示す。図３７は、薬剤給付管理会社（ＰＢＭ）をも含む。図
３４は、ＢＧＭ製造者から耐久医療機器供給者またはＤＭＥを介して患者までの製品フロ
ー、およびこれらの参加者間の収入フローを示す。正確なテスト結果報告、先取り的な疾
病カウンセリング、テストストリップ追跡、および本発明の例示的な実施形態の他の利点
は、著しいコスト節約という追加の利益をもたらし、したがって図のような割戻し（ｒｅ
ｂａｔｅ）を可能にする。
【００９７】
　図３８、図３９、図４０は、テストストリップの実際の使用を決定することなど、本発
明の例示的な実施形態に従って実施される、結果に対して支払うモデルによってもたらさ
れるＤＭ利害関係者間の現行のキャッシュフローに勝る改善を示す。図３８に示されてい
るように、疾病管理会社は、リポジトリ５０内の注文から、患者が、その人の現在の処方
テスト頻度に基づいて、１ヶ月当たり５０本のテストストリップを受け取るべきであると
決定することができる。通信販売または小売りベンダは、５０本のストリップをＢＧＭ製
造者から購入し、それらを患者に出荷し、ＤＭＣに支払い請求することができる。ＤＭＣ
および／または支払者は、選択された期間中に４６本のテストストリップしか患者によっ
て使用されていないことが本発明の例示的な実施形態による上述の方法を使用して判定さ
れたと、リポジトリから決定することができる。支払者は、４６本のテストストリップに
対して支払う必要しかない。ＤＭＣおよび／または支払者は、４本の未使用のテストスト
リップに対する割戻しを受けることができる。
【００９８】
　図４１Ａから図４１Ｄ、図４２、図４３は、本発明の例示的な実施形態を参照して本明
細書で述べられている接続型疾病管理デバイスおよびデータ取込み、ならびに解析方法の
追加の利点を示す。図４１Ｄは、図３に示されているシステムが、血糖レベル、日付およ
び時間、たとえば食前読取り値および食後読取り値などの他の任意選択のデータ、をどの
ように収集するかを示す。図４１Ｂに示されているように、ユーザは、リポジトリ５０内
で解析された情報に基づいて、リアルタイムのフィードバックが与えられる（たとえば、
血糖レベルに関するＡＤＡ標的値または医師処方の標的値）。図４１Ｃに示されているよ
うに、リポジトリ内のデータを使用し、ユーザに、必要とされる薬物レベルをとるように
促すためにＢＧＭに送信することができる、必要とされるインスリン投与量、または他の
薬物を計算することができる。図４１Ｄを参照すると、テストおよび投与量データ、たと
えば栄養および食前または食後の血糖レベルなどの他の情報、がリポジトリ５０内に記憶
され、患者、ヘルスケアプロバイダ、ＤＭＣなどの、様々な利害関係者によって使用され
る。図４２に示されているように、データは、糖尿病患者母集団をより効果的に管理する
ために、数人の患者について、表示画面内で収集、解析、および要約することができる。
表示画面は、最近の読取り値、選択された日数にわたる平均、および範囲または読取り値
が高い、低い、または標的範囲内にある患者を識別しやすくするためにカラーコード化ま
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たは陰影付けされるインスリン投与量遵守を含むことができる。図４３に示されているよ
うに、選択された患者に関するデータを、経時的な血糖平均などの追加情報と共に１ペー
ジ行動計画として表示画面上で取り込むことができる。
【００９９】
　本明細書で述べられている本発明の例示的な実施形態は、コンピュータ可読記録媒体上
のコンピュータ可読コードとして実施することができる。コンピュータ可読記録媒体は、
その後でコンピュータシステムによって読み取ることができるデータを記憶することがで
きる任意のデータ記憶デバイスである。コンピュータ可読記録媒体の例には、それだけに
は限らないが、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ
－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピディスク、光学データ記憶デバイス、および（有線また
はワイヤレス通信経路を介したインターネットによるデータ伝送など）搬送波が含まれる
。また、コンピュータ可読記録媒体は、コンピュータ可読コードが分散して記憶および実
行されるように、ネットワークに結合されたコンピュータシステムを介して分配すること
ができる。また、本発明を達成するための機能プログラム、コード、およびコードセグメ
ントについては、本発明が関連する当技術分野のプログラマなら、本発明の範囲内にある
ものとして容易に解釈することができる。
【０１００】
　本発明のいくつかの例示的な実施形態について、それらのいくつかの好ましい実施形態
を参照して、本明細書において示し、かつ述べたが、形態および詳細における変更を、添
付の特許請求の範囲およびそれらの均等物によって規定される本発明の精神および範囲か
ら逸脱することなしに加えることができることを、当業者なら理解するであろう。
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